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議
院
議
員
青
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提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
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に
対
す
る
中
長
期
的
戦
い
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前
提
と
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医
療
体
制
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
青
山
雅
幸
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
中
長
期
的
戦
い
を
前
提
と
し
た
医
療
体
制
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
一
般
的
対
策
」
、
「
間
欠
的
」
及
び
「
医
療
施
設
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
オ
ー
バ
ー
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
」
（
令
和
二
年
三
月
二
十
八
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
、
令
和
二
年
五
月
四
日
変
更
。
以
下
「
基
本
的
対
処
方
針
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
「
国
民
の
生
命
を
守
る
た
め
に
は
、
感
染
者
数
を
抑
え
る
こ
と
及
び
医
療
提
供
体
制
や
社
会
機
能
を
維
持
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ま
ず
は
、
「
三
つ
の
密
」
を
避
け
る
こ
と
を
よ
り
一
層
推
進
し
、
さ
ら
に
、
積
極
的
疫

学
調
査
等
に
よ
り
ク
ラ
ス
タ
ー
・
・
・
の
発
生
を
封
じ
込
め
る
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
爆
発

的
な
感
染
拡
大
・
・
・
の
発
生
を
防
止
し
、
感
染
者
、
重
症
者
及
び
死
亡
者
の
発
生
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
は
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
外
出
自
粛
の
要
請
等
の
接
触
機
会
の
低
減
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

感
染
拡
大
の
速
度
を
可
能
な
限
り
抑
制
す
る
こ
と
が
・
・
・
医
療
提
供
体
制
を
崩
壊
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
重
要
で
あ
る
」

と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
、
専
門
家
会
議
で
示
さ
れ
た
「
人
と
の
接
触
を
八
割
減
ら
す
、
十
の
ポ



 

２ 

 

イ
ン
ト
」
「
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
例
」
等
を
活
用
し
て
住
民
に
周
知
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
重
症
者
用
の
設
備
」
及
び
「
重
症
者
医
療
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
本

的
対
処
方
針
に
お
い
て
、
「
重
症
者
等
に
対
す
る
医
療
提
供
に
重
点
を
置
い
た
入
院
医
療
の
提
供
体
制
の
確
保
を
進
め
る
た

め
、
厚
生
労
働
省
と
特
定
都
道
府
県
等
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
・
・
・
重
症
者
等
に
対
す
る
医
療
提
供
に
重
点
を
置

く
べ
き
地
域
で
は
、
入
院
治
療
が
必
要
な
い
無
症
状
病
原
体
保
有
者
及
び
軽
症
患
者
（
以
下
「
軽
症
者
等
」
と
い
う
。
）

は
、
宿
泊
施
設
等
で
の
療
養
と
す
る
こ
と
で
、
入
院
治
療
が
必
要
な
患
者
へ
の
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
特

に
、
家
庭
内
で
の
感
染
防
止
や
症
状
急
変
時
の
対
応
の
た
め
、
宿
泊
施
設
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
域
で
は
、

軽
症
者
等
は
宿
泊
療
養
を
基
本
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
軽
症
者
用
施
設
収
容
者
や
自
宅
待
機
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宿
泊
療

養
及
び
自
宅
療
養
を
行
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
軽
症
者
等
の
健
康
管
理
に
つ
い
て
は
、
「
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
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ル
ス
感
染
症
の
軽
症
者
等
の
宿
泊
療
養
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
送
付
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
四
月
二
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
の
別
添
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
軽
症
者
等
の
宿
泊
療
養

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
お
い
て
、
「
看
護
師
・
保
健
師
は
、
居
室
へ
一
日
一
回
は
電
話
等
に
よ
り
連
絡
し
、
健
康
状
態
を
確
認
」

す
る
、
「
熱
が
あ
る
、
喉
が
痛
い
な
ど
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
増
悪
が
疑
わ
れ
る
場
合
や
、
そ
れ
以
外
の
疾
患

が
疑
わ
れ
る
場
合
は
、
医
師
に
連
絡
し
、
指
示
を
受
け
る
」
、
「
症
状
・
容
態
に
よ
っ
て
は
、
医
療
機
関
へ
の
救
急
搬
送
を

行
う
」
等
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
が
自
宅
療
養
を
行
う
場
合
の
患
者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
及
び
自
宅
療
養
時
の
感
染
管
理
対
策
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
四
月
二
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
等
は
、
①
電
話
等
情
報
通
信
機
器
を
用
い
て
遠
隔
で
、
定
期

的
に
自
宅
療
養
中
の
患
者
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
患
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
体
制
及
び
②
患
者
の
症

状
が
悪
化
し
た
際
に
速
や
か
に
適
切
な
医
療
機
関
を
受
診
で
き
る
体
制
・
・
・
を
整
備
す
る
」
等
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

 
 

な
お
、
御
指
摘
の
「
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
「
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
軽
症
者
等
に
係

る
宿
泊
療
養
及
び
自
宅
療
養
の
対
象
並
び
に
自
治
体
に
お
け
る
対
応
に
向
け
た
準
備
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に
つ
い
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て
」
（
令
和
二
年
四
月
六
日
付
け
厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
推
進
本
部
事
務
連
絡
）
の
別
添
「
軽
症

者
等
の
療
養
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
に
お
い
て
、
「
宿
泊
施
設
に
お
い
て
、
看
護
師
等
が
健
康
観
察
を
行
う
際
に
、
必
要
に
応

じ
て
宿
泊
施
設
に
適
切
な
数
の
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
を
備
え
つ
け
、
酸
素
飽
和
度
や
呼
吸
数
の
確
認
に
よ
り
健
康
状
態

を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
の
後
段
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
血
栓
が
生
ず
る
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て
確
立
し
た
科
学
的
知
見

が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
外
来
患
者
は
全
て
感
染
者
と
考
え
て
」
及
び
「
受
け
入
れ
排
除
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
感
染
症
セ
ン
タ
ー
が
作

成
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
感
染
管
理
」
（
令
和
二
年
四
月
二
十
七
日
改
訂
）
に
お
い
て
、
「
医
療

機
関
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十
九
の
疑
い
が
あ
る
人
や
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十
九
患
者
の
診
療
時
の
感
染
予
防
策
」
に
つ
い
て

は
、
「
標
準
予
防
策
に
加
え
、
接
触
、
飛
沫
予
防
策
を
行
う
」
、
「
診
察
室
お
よ
び
入
院
病
床
は
個
室
が
望
ま
し
い
」
、
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「
診
察
室
お
よ
び
入
院
病
床
は
陰
圧
室
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
十
分
換
気
す
る
」
、
「
上
気
道
の
検
体
採
取
を
実
施
す
る

場
合
（
鼻
咽
頭
ぬ
ぐ
い
液
採
取
等
）
」
に
は
「
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
、
眼
の
防
護
具
（
ゴ
ー
グ
ル
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

等
）
、
長
袖
ガ
ウ
ン
、
手
袋
を
装
着
す
る
」
、
「
エ
ア
ロ
ゾ
ル
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
手
技
（
気
道
吸
引
、
気
管
内
挿

管
、
下
気
道
検
体
採
取
等
）
」
の
場
合
に
は
「
Ｎ
九
五
マ
ス
ク
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
の
マ
ス
ク
、
眼
の
防
護
具
（
ゴ
ー
グ

ル
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
等
）
、
長
袖
ガ
ウ
ン
、
手
袋
を
装
着
す
る
」
、
「
患
者
の
移
動
は
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
を
着
用
の

上
、
医
学
的
に
必
要
な
目
的
に
限
定
す
る
」
等
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
「
新
型
肺
炎
疑
い
診
断
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
診
断
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
厚
生
労
働
行
政
推
進
調
査
事
業
費
補
助
金
に
よ
る
「
一
類
感
染
症
等
の
患
者
発
生
時

に
備
え
た
臨
床
的
対
応
に
関
す
る
研
究
」
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

十

九
）
診
療
の
手
引
き
（
第
一
版
）
」
に
お
い
て
、
「
胸
部
Ｃ
Ｔ
検
査
は
感
度
が
高
く
、
無
症
状
で
あ
っ
て
も
異
常
所
見
を
認

め
る
こ
と
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
診
断
の
過
程
に
お
い
て
、
医
師
の
判
断
に
よ
り
胸
部
Ｃ
Ｔ
が
活
用
さ

れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 


